
 

印紙 
土地売買契約書 

士別市（以下「売主」という）と○○○（以下「買主」という）は、以下のとおり土地の 

売買契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 売主は、その所有する次に掲げる土地を、買主に売り渡し、買主は、これを買い受ける。 

（１）所  在  士別市東９条２丁目 

（２）地  番  １番○○○   

（３）地  目  宅地 

（４）面  積  ○○○㎡ 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金○○○円とする。 

（契約保証金） 

第３条 契約保証金は、免除とする。 

（代金納入方法） 

第４条 買主は、本契約と同時に、売買代金を売主の指定する金融機関に納付しなければならない。 

（所有権の移転及び登記） 

第５条 売買物件の所有権は、買主が売買代金の全額を納付したとき、買主に移転する。 

２ 売主は、前項の規定により所有権が移転した後、速やかに所有権移転の登記を嘱託するものとし、これ

に要する経費は買主の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第６条 売買物件の売主から買主への引渡しは、第５条の所有権の移転と同時に、現状有姿で行う。 

（契約不適合責任） 

第７条 買主は、本契約締結後において、売買物件に種類、品質、数量に関して本契約の内容に適合しない

状態があることを発見しても、売買代金の減免請求若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることが

できないものとする。ただし、買主が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に定める消

費者に該当する場合は、売買代金の減免請求若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの

日から１年以内に売主に対して協議を申し出ることができるものとし、売主は協議に応じるものとする。 

（危険負担） 

第８条 本契約成立後売買物件引渡しまでの間に、売買物件の一部又は全部が売主又は買主の責めに帰すこ

とのできない事由により滅失又は毀損したときは、買主は売買代金の全部又は一部の支払を拒絶すること

ができ、本契約の全部を解除できるものとする。 

（用途の制限） 

第９条 買主は、引渡しの日から５年を経過するまでの間、売買物件の使用用途について、景観を著しく損

なう等、周辺地域の環境を悪化させてはならない。 

２ 買主は、前項に定める期間内において、売主の事前の書面による承諾を得ないで、売買物件について、

第三者に対して、地上権、質権、賃借権その他の一切の権利の設定をし、又は売買、贈与等により所有権

の移転をしてはならない。 

（違約金） 

第１０条 買主は、前条に定める義務に違反したときは、第２条に定める売買代金の１０分の１（円未満切

捨て）に相当する額を違約金として売主に納付しなければならない。 

２ 前項の違約金は、第１４条に定める損害賠償の予定と解釈しないものとする。 

（契約の解除） 



第１１条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないときは、自らの責めに帰すべき事由によるも

のであると否とにかかわらず、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。 

（原状回復義務） 

第１２条 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件

を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適

当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 買主は、前項により売買物件を売主に返還するときは、売主の指定する期日までに当売買物件の買主か

ら売主への所有権移転登記の承諾書を売主に提出しなければならない。 

（返還金及び利息） 

第１３条 売主は、第１１条の規定により解除権を行使したときは、買主が支払った売買代金を返還するも

のとする。 

２ 前項の返還金には、利息を付けないものとする。 

３ 売主は、第１１条の規定により解除権を行使したときは、買主が負担した契約の費用を返還しない。 

４ 売主は、第１１条の規定により解除権を行使したときは、買主が売買物件に支出した必要費、有益費そ

の他の一切の費用を返還しない。 

（損害賠償） 

第１４条 売主は、買主が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その賠償を請求する

ことができる。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１５条 売主又は買主は、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく相手方に対する権

利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することがで

きない。 

（契約の費用） 

第１６条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、買主の負担とする。 

（誠実協議） 

第１７条 本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣

旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとする。 

（管轄） 

第１８条 本契約に関する一切の紛争については、士別市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し売主買主記名押印のうえ各自１通を保有するものと

する。 

 

令和  年  月  日 

売主 士別市東６条４丁目１番地        

士別市長  渡 辺 英 次       

 

買主                     

             


